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                メールマガジン  
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お待たせいたしました！弊社メールマガジン７月号です。 

 

前回のメールマガジンはいかがでしたか？ 

 

偽装請負を通じて、コンプライアンス経営の重要さをお伝えさせていた 

だきました。 

 

コンプライアンス遵守の経営、と言いますと、「国の味方か」などと言わ 

れることもありますが、それは全くの誤解で「会社（経営者）を守るため」 

の発言です。 

 

増加の一途を辿る「権利ばかり主張し義務を果たさない問題社員」の存在 

を例に挙げますと、問題社員は、コンプライアンスの不備を徹底的に突いて 

きます。適当な対処を取らなければ、監督署や労働組合に駆け込まれ、 

事業主の責任追及、及び問題解決のための多大な時間と費用を要します。 

 

そうしますと、本業への悪影響は避けられず、また、気持的にも非常に 

後味の悪いものとなってしまいます。 

 

以上のことなどから、コンプライアンス経営は会社（経営者）を守るために 

非常に重要であることを、ご理解していただければ幸いです。 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

             ７月以降のセミナー案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

８月２２日（水）、伊丹商工会議所様にて「就業規則セミナー」を開催いた 

します。 

 

内容は、 

１．真面目な従業員が安心して働けるための就業規則 

２．問題社員から会社を守るための就業規則 

について、「ここだけの話」を交えながら、お話させていただきます。 

 

参加特典としまして、「無料就業規則診断」を行わせていただきます。 

 

参加申込は、伊丹商工会議所様までお願いします。 



http://www.itami.jp/ 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

          第７回コラム「転職禁止！？」 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

4月24日、東京地裁で「幹部社員の競業他社への転職を一定期間制限 

する社内規定（就業規則）は有効」として、元社員に約140万円の支払い 

を命じる判決がでました。 

 

   判決の主旨は幹部社員の場合、販売ノウハウや経営戦略を知ること 

ができる為、競合他社への転職制限を課すことは不合理でないという 

ものです。 

 

「競業避止義務」と呼ばれ、従業員が退職後、同業他社へ就職しては 

ならないことを就業規則等で義務づけることです。従来は「あまり実効性 

はないけれど、従業員に対する抑止力が働けばいい」という程度で 

就業規則に記載している企業が多かったようです。 

 

   取締役については、商法で競業避止義務が課されていますが、この 

東京地裁の判決がだされた事により、今後、同業他社からのヘッド 

ハンティングは出来なくなるし、ヘッドハンティング会社も規定の存在を 

知っていて、転職仲介した場合には訴えられる可能性もあります。 

 

   地方ではまだまだというものの、東京、名古屋、大阪などの大都市 

では人手不足が目立ってきています。少子化の進展による若年労働者 

の不足、団塊の世代の退職により、今後ますます、人材不足が経営の 

足かせとなる可能性がある中で、今まで人材を引き抜きされていた会社 

にとっては朗報でないでしょうか。 

 

しかし、退職した従業員が同業他社へ就職するということは、会社が 

今の賃金では生活していけない、また、働き甲斐がないので他社へ 

移ったとは考えられないでしょうか。競業避止義務を整備することも 

必要ですが、賃金、働き甲斐、組織風土を改善し、同業なら他社へ 

移りたくないという会社を作り上げることが重要なのではないかと 

思います。 

 

今月は、田中義郎が担当しました。 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                 勉強会のご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、弁護士の先生と共同で、２つの経営者向け勉強会を開催 



いたしております。 

 

両勉強会とも各方面から各分野の専門家を講師に招き、経営者として 

幅広い知識を身に付けていただくと共に、会員同士の親睦を深めていた 

だくことを目的としています。 

 

■大阪市内及び近辺の製造業様へは「製造業務研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

大阪市内を会場とし、２～３ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．製造業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

８月頃を予定。１４：００から１７：００ 

 

■阪神間の企業様（業種問わず）へは「未来経営研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

尼崎市内を会場とし、３～４ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．阪神間の企業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

９月頃を予定、１８時３０分から２０時３０分 

 

詳細につきましては、弊社までお問い合せください。 

www.hrm-t.com/000.html 

 

 



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                  事務所ニュース 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、人事労務情報満載の事務所ニュースを、毎月１回発行いた 

しております。 

 

本メールマガジンと併せてご愛読いただければ、以下のうれしい？ 

特典つきです。 

 

１．最近話題の人事労務関連のトピックスがわかりやすくご覧いただけ 

  ます。 

２．まだまだ知られていない社会保険労務士の守備範囲も、皆様に 

  ご紹介していきます。 

 

事務所ニュースのことをもっと知りたい！という方は、以下からどうぞ 

http://www.hrm-t.com/010.htm 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                   編集後記 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

２００７年春に、明治安田生命が新入社員に対して行ったアンケート調査 

結果から、「指導力」と「親しみやすさ」という２つの要素が理想の上司を 

考えるにあたって重要な基準になっています。 

 

極端に言いますと、ライオンの子（新入社員）を戦塵の谷に落とし、這い 

上がってくることを期待するような上司には、新入社員はついて来ないと 

いうことでしょうか。 

 

一抹の寂しさを感じる今日この頃です。 
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